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第５章 推進体制 

 

１．計画の周知 

本計画は、子育ての第一義的な責任は保護者にあるという大前提のもと、地域全体、社会全

体で子育てを支援する体制づくりに向けて、行政のみならず、家庭、地域、事業所をはじめ、

市民全員のそれぞれの立場における取り組みを示すものです。 

 

２．関係機関との連携・協働 

基本理念の実現には、家庭、教育・保育機関、地域、企業、行政などが相互に連携・協働し

ながら子育て支援に取り組む必要があります。 

関係者それぞれが適切に役割をはたしていくとともに、関係機関相互の連携が行われるよう

積極的に関わり、子育てを地域で支える体制を整えていきます。 

 

３．計画の進捗状況の管理・評価 

本計画に基づく施策を推進するため、宮若市子ども・子育て会議において、毎年度事業計画

に基づく事業の実施状況を点検・評価します。 

事業計画策定後には、PDCAサイクル（計画・実施・評価・改善）に基づき、計画の推進に

努め、事業の進捗状況を管理・評価するにあたっては、利用者の視点にたち、個別事業の進捗

状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価し、施策の改善につなげます。 

なお、当初の計画に対して、「量の見込み」や「確保策」などに大きな乖離がみられる場合に

は、中間年度（令和４年度）を目安として計画の見直しを検討します。 
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